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西尾市長 中村 健 

（ 公 印 省 略） 

 

 

少額随意契約の基準額の引上げについて（通知） 

 

令和７年４月１日に施行された地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）の

一部改正により、同法第１６７条の２第１項第１号に定める「少額随意契約」の基

準額が引上げられました。これに伴い、令和８年４月１日から西尾市契約規則につ

いて、下記のとおり改正します。 

 

記 

 
１．少額随契の基準額の引上げについて 

  競争入札によらず契約できる「少額随意契約」※の基準額が、下記のとおり引き

上げられました。   

契約の種類 現行 改正後 

１ 工事又は製造の請負 １３０万円 ２００万円 

２ 財産の買入れ ８０万円 １５０万円 

３ 物件の借入れ ４０万円 ８０万円 

４ 財産の売払い ３０万円 ５０万円 

５ 物件の貸付け ３０万円 ３０万円 

６ 前各号に掲げるもの

以外のもの 
５０万円 １００万円 

 ※「少額随意契約」とは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号に定める

随意契約の一つで、契約事務の簡素化及び効率性の観点から、契約の種類に応じた

一定金額以内のものについては、競争入札に付さないでよいとされているものです。   

 

 

 

（連絡先 財政課契約検査担当 直通電話 0563-65-2163 ） 

 

 


